
［あ］

アイドリング・ストップ（ｐ１３，９４）
自動車の駐・停車時における不必要なアイドリ
ングを停止することで、大気汚染防止や騒音・
悪臭防止はもちろん、地球温暖化の原因となる
二酸化炭素の排出を大幅に抑制できる。

赤潮（ｐ７８）
海中のプランクトンが異常増殖し、海水の色が
変わる現象。発生のメカニズムは完全に究明さ
れていないが、海洋沿岸や河川の注ぐ湾内で、
雨後に強い日射と海面の静かな日が続くときに
発生しやすい。海水中の窒素、燐等の栄養塩類
濃度、自然条件の諸要因が相互に関連して発生
すると考えられている。魚介類に対する被害の
原因として、①赤潮プランクトンが魚介類のエ
ラに詰まって窒息する、②赤潮プランクトンの
細胞分裂のため、海水中のＤＯが欠乏する、③
有害物が赤潮プランクトンにより生産排出され
る、④細菌が増殖する、などの諸説がある。

悪臭防止法（ｐ５７）
昭和４６年法律第９１号。工場その他事業場におけ
る事業活動に伴って発生する悪臭について必要
な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進する
ことにより、生活環境を保全し、国民の健康の
保護に資することを目的としたもの。

［い］

硫黄酸化物（ＳＯＸ）（ｐ４７）
二酸化硫黄（亜硫酸ガス：ＳＯ２）や三酸化硫
黄（無水硫酸：ＳＯ３）など硫黄酸化物の総称
である。重油、石炭など硫黄を含む燃料の燃焼
によって発生し、一般的に燃焼過程で発生する
のは大部分が二酸化硫黄である。人の呼吸器に
影響を与えたり、植物を枯らしたりするため大
気汚染の原因物質の一つとして重視されている。
環境基準は、二酸化硫黄について定められてい
る。

一酸化炭素（ＣＯ）（ｐ５２）
炭素を含む燃料が不完全燃焼する際に発生する。
血液中のヘモグロビンと結合して酸素の供給を
阻害するため、高濃度になると貧血を起こした
り、中枢神経を麻痺させたりする。主な発生源
は自動車である。

一般廃棄物（ｐ８７）
産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに
「ごみ」と「し尿」に分類される。また、「ごみ」
は商店、オフィス、レストランの事業活動によ
って生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生
活に伴って生じた「家庭ごみ」に分類される。

［う］

上乗せ基準（ｐ７０）
ばい煙又は排出水の排出の規制に関して、一律
の排出基準又は排水基準に代えて適応するもの
として、都道府県知事が条例で定める、より厳
しい排出基準又は排水基準をいう。

［お］

大分県エコエネルギー導入促進条例（ｐ９５）
エネルギー問題は二十一世紀の大きな課題であ
ることを考え、地球環境を守り、限りある資源
を次の世代へと引き継ぐため、各地域でのエコ
エネルギーの導入促進が重要であるという認識
から、平成１５年３月に制定（平成１５年４月１日
施行）。国の新エネルギー利用等の促進に関す
る特別措置法施行令（平成九年政令第二百八
号）第１条に規定する定義を基本として、「地
熱発電」「水力発電」「海洋エネルギー」を加えて、
「エコエネルギー」と定義（第２条）している。
新エネルギー関係条例では北海道、宮城県、岩
手県に続き４番目の制定。

大分県環境基本条例（ｐ５，１１）
環境保全に関する基本理念、県、市町村、事業
者及び県民の責務、基本理念の実現のために県
が講ずる基本的施策などを規定し、本県の環境
行政の根幹を示すものであるとともに、県の環
境保全に対する姿勢を県民に宣言する意味合い
を持つものである。

大分県産業廃棄物税条例（ｐ６，８６）
循環型社会を構築するために、産業廃棄物の排
出抑制や再生利用等の取り組みを誘導するとと
もに、産業廃棄物の適正な処理を推進する財源
を確保するため、平成１７年４月１日から施行さ
れた。徴収した産業廃棄物税の使途事業は①排
出抑制・再生利用の推進②適正処理の推進③基
盤整備の推進④啓発広報等の推進の４事業であ
る。

語句説明・索引
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大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
（p６，１７）
産業廃棄物の適正な処理を推進し、現在及び将
来の県民の生活環境の保全に寄与することを目
的に、平成１７年７月に制定し、平成１７年１０月か
ら（一部は平成１８年４月から）施行している。
①産業廃棄物処理施設等の設置等②県外産業廃
棄物の搬入③産業廃棄物の不適正な処理の防止
の３本を柱としている。

大分県新環境基本計画～ごみゼロおおいた推進基
本プラン～（p５，１１）
本県の環境保全に関する長期的目標及び施策の
基本的方向を示した計画であり、平成１０年３月
に策定された「豊の国エコプラン」を見直し、
「天然自然が輝く 恵み豊かで美しく快適なお
おいた」を目指すべき環境の将来像とし、その
実現に向けて５つの基本目標を定めている。「ご
みゼロおおいた作戦」を着実に推進していくた
めの基本プランとして位置づけており、数値目
標としての環境指標を５０項目設定し、「大分県
環境審議会」並びに「ごみゼロおおいた作戦県
民会議」において適切な進行管理を行うことと
している。

大分県新長期総合計画「安心活力発展プラン２００５
－ともに築こう大分の未来－」（ｐ７，１１）
少子・高齢化の進行等を背景として、時代の風
を先取りし、新たな地域間競争に打ち勝ってい
く大分県を県民とともに築いていくため、県民
中心の新たな長期総合計画として平成１７年１１月
に策定されたもの。この計画は、県行財政運営
の長期的・総合的な指針を示したもので、『県
民とともに築く「安心」「活力」「発展」の大分県』
を基本理念として、分野横断的に集中的・重点
的に取り組む８つの重点戦略を掲げている。

大分県農薬指導士（ｐ８５）
農薬の安全使用・適正販売の確保を図るため、
農林水産省通知（昭和６２年農蚕第６１６６号）に基
づいて、大分県が定めた「大分県農薬指導士認
定推進要領」の規定による認定制度である。こ
の認定制度は、農薬取締法等関係法令及び適正
な農作物防除や農薬販売等に必要とされる基礎
的・専門的知識の普及・定着を推進し、これら
の知識を有する者を養成することを目的とする。

大分県廃棄物処理計画（ｐ８６）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の３
に規定された都道府県廃棄物処理計画であり、
廃棄物を減量・リサイクルし、適切な処理を確
保していくための総合的かつ計画的な施策の推
進を目的に策定された。現計画の対象期間は、

平成１３年度から平成１７年度までの５か年間とな
っている。

おおいた県民アカデミア大学（ｐ１１９）
県民の多様化・高度化した学習ニーズに対応し、
県民一人ひとりが「いつでも、どこでも、だれ
でも」主体的に学習し、その学習成果を評価・
還元することによって、生きがいの創出とふる
さとおおいたを発展させ創造する人材の育成を
図るために、県の特性を生かした「主催講座事
業」や市町村や大学などの機関、民間教育事業
者等との連携を図った「連携講座事業」等を実
施するもの。 ＜お問合わせ先＞「おおいた県
民アカデミア大学」事務局（大分県立生涯教育
センタ－内）〒８７４‐０９０３別府市野口原３０３０－１
ＴＥＬ０９７７－２２－７７６３ＦＡＸ０９７７－２６－４５６４。

オゾン層（ｐ５，１３，１００）
地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は地上
から約１０～１５㎞上空の成層圏に存在し、オゾン
層と呼ばれている。太陽光に含まれる有害紫外
線の大部分を吸収し、地球上の生物を保護する
役割を果たす。近年フロンガスなどによるオゾ
ン層の破壊が大きな問題となっている。

汚濁負荷量（ｐ５８）
環境中に一定時間内に排出される汚濁物質の総
量を表すもので、㎎／�等で表される汚濁物質
の濃度概念と対比される。汚濁負荷量は、濃度
×排出水量（排出量）で算出される。例えば、Ｂ
ＯＤ１，０００㎎／�（＝１㎏／�）の排水を１，０００�／
日排出する場合、BOD汚濁負荷量は１，０００㎎／
�×１，０００�／日＝１，０００㎏／日と算出される。

汚泥（スラッジ）（ｐ８８）
工場排水等の処理後に残った泥状のもの及び各
種製造業の製造工程において生じた泥状のもの
であって、有機性及び無機性のもののすべてを
含むものである。

温室効果ガス（ｐ５，９３）
大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し
再放出する気体のことをいう。京都議定書では、
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロ
フルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六
ふっ化硫黄の６物質が温室効果ガスとして削減
対象とされている。

温泉法（ｐ３３）
温泉を保護しその利用の促進を図り、公共の福
祉の増進に寄与することを目的として１９４８年に
制定された法律。温泉の定義（摂氏２５度以上の
温度又は法に定める成分を有する地中から湧出
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する温水、鉱水及び水蒸気、ガス）、温泉の保
護（温泉を掘削・増掘する場合、動力で汲み上
げる場合には都道府県知事の許可が必要）、温
泉の利用（温泉を公共の入浴又は飲用に供しよ
うとする場合は、都道府県知事の許可が必要）、
国民保養温泉地の指定などについて規定されて
いる。

［か］

かおり風景１００選（ｐ５７）
近年増加している、都市・生活型公害化した悪
臭問題を解決するため、身のまわりの不快なに
おいを低減し、快適なにおい環境を創造しよう
とする地域の取組の促進を目的として、平成１３
年度に、良好なかおりとその源となる自然や文
化－かおり環境－を保全・創出しようとする地
域の取組を支援する一環として、かおり環境と
して特に優れたもの１００地点を環境省が選定し
た。

核種分析（ｐ５４）
自然界には種々の元素があるが、同じ元素でも
原子核の重さの違いによって同位元素（アイソ
トープ）が存在する。そこで、一つ一つの原子
核を区別して考えるとき、核種という言葉が使
われる。例えば、Ｃｏ（コバルト）という元素
を例にとると、自然界には５９Ｃｏ（コバルト－
５９）という核種のみが存在し、原子炉の中でで
は６０Ｃｏ（コバルト－６０）という核種が作られ
ている。そして、５９Ｃｏは放射能を持たないの
で安定核種、放射能を持つ６０Ｃｏは放射性核種
と呼ばれる。そこで種々の環境試料を調べ、そ
の中の放射能がどのような核種に由来するかを
調べることを核種分析という。

環境影響評価［環境アセスメント］（ｐ５，１３，１２１）
環境汚染や自然環境の破壊を未然に防止する

ため、開発行為が環境に及ぼす影響についてあ
らかじめ回避・低減するための情報公開に基づ
く手続き、このための調査、予測、評価を行い、
その結果を公表し、これに対する意見を求める。
これらの意見を反映して事業の実施に際し、環
境影響の回避・低減にどう努めるかを事業者は
説明し、環境保全対策を実行する。こうして公
害の防止、自然環境の保全、歴史的・文化的遺
産の保全その他の環境保全の見地から適正な配
慮がなされる手続等をいう。環境基本法第２０条
において「土地の形状の変更、工作物の新設そ
の他これらに類する事業を行う事業者が、その
事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る
環境の保全について適正に配慮することを推進
するため、必要な措置を講ずるもの」と規定さ

れている。

環境ＮＰＯ法人（ｐ７）
特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づいて
県知事からの設立の認証を受けたもの法人（Ｎ
ＰＯ法人）のうち、環境の保全を図る活動を行
う法人。

環境技術（ｐ１０３）
我々を取り巻く様々な環境問題を解決・改善す
るための技術を総称して「環境技術」と呼ぶ。
具体的には排ガス処理などの公害対策技術、有
害化学物質処理技術、廃棄物・リサイクル対策
技術、地球温暖化対策技術など広範に渡ってい
る。ごみゼロおおいた作戦では産学官民の技術
力を結集した環境技術開発への挑戦と開発され
た技術の集積による環境産業の拡大を促進し、
大分の新しい活力を創造することを目指してい
る。

環境基準（ｐ４７，５８）
環境基準については、環境基本法において第１６
条第１項において「大気の汚染、水質の汚濁、
土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件につい
て、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環
境を保全する上で維持されることが望ましい基
準」と定義されている。環境基準は行政上の目
標基準であり、直接、工場等を規制するための
規制基準とは異なる。

環境基本法（ｐ５）
地球化時代の環境政策の新たな枠組を示す基本
的な法律として、１９９３年に制定された。環境省
所管。基本理念としては、�環境の恵沢の享受
と継承等、�環境への負荷の少ない持続的発展
が可能な社会の構築等、�国際的協調による地
球環境保全の積極的推進が掲げられている。こ
の他、国、地方公共団体、事業者、国民の責務
を明らかにし、環境保全に関する施策（環境基
本計画、環境基準、公害防止計画、経済的措置
など）が順次規定されている。また、６月５日
を環境の日とすることも定められている。

環境教育アドバイザー派遣制度（ｐ１１８）
大分県が、地域や学校等で開催される環境に関
する講演会や研修会等に講師を無償で派遣する
制度。環境教育アドバイザーには、学識経験者、
環境カウンセラー、環境ＮＰＯ法人で活動して
いる方など環境に詳しい４４名と１団体を委嘱し
ている。テーマは派遣依頼者が自由に設定でき、
最寄りの県民保健福祉センター又は保健所から
制度の申込みを行う。（大分市内在住者は県生
活環境企画課へ直接提出する）
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環境指標（ｐ１１，９２）
環境施策の適切かつ効果的な進行管理を図るた
め、主要な施策５０項目について計画の中間年度
及び目標年度において達成することをめざした
数値目標。

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推
進に関する法律（ｐ１１８）
国民各界各層の環境保全に関する理解を深める
ための環境教育・環境学習の推進、環境保全活
動に取り組む意欲を高めていくために制定され
た。体験機会や情報の提供等の措置が盛り込ま
れている。平成１５年７月成立、同年１０月１日に
部分施行。

環境報告書（ｐ１０６）
企業等の事業者が、最高経営者の緒言、環境保
全に関する方針・目標・行動計画、環境マネジ
メントに関する状況（環境マネジメントシステ
ム・環境会計・法規制遵守・環境適合設計その
他）及び環境負荷の低減に向けた取組等につい
て取りまとめ、一般に公表するもの。

環境美化の日（ｐ１４）
環境美化についての関心と理解を深めることに
繋がるような行事の実施を通じて、県民や事業
者環境保全活動に対する取組の意欲の向上を図
り、美しく快適な大分県づくりを県民総参加で
推進していくことを目的として美しく快適な大
分県づくり条例第９条に規定されたもの。

環境ホルモン（ｐ５）
正式には内分泌攪乱化学物質という。シーア・
コルボーン他著による「奪われし未来」やデボ
ラ・キャリバリー著による「メス化する自然」
により内分泌攪乱化学物質が世界的な関心を集
めた。
研究者や機関によって定義が確定していないが、
「環境ホルモン戦略計画ＳＰＥＥＤ'９８」（２０００
年１１月改定）では「動物の生体内に取り込まれ
た場合に、本来、その生体内で営まれている正
常ホルモンの作用に影響を与える外因性の物
質」とし、疑われる化学物質として６５物質をあ
げている。

環境マネジメントシステム（ｐ１０６，１２３）
環境マネジメントとは、企業等の事業組織が法
令等の規制基準を遵守することにとどまらず、
自主的、積極的に環境の保全のためにとる行動
を計画・実行・評価することを指し、そのため
の環境保全に関する方針、目標、計画等を定め、
これを実行、記録し、その実行状況を点検して
方針等を見直すという一連の手続を環境マネジ

メントシステムという。環境マネジメントシス
テムの中で、自主的な環境マネジメント（環境
管理）に関する計画等の実行状況の点検作業を
行うことを環境監査という。

［き］

休猟区（ｐ３０）
狩猟鳥獣の増殖を図るため狩猟行為が禁止され
ている区域で、３年を限度として狩猟者のため
に設定される区域である。

京都議定書（ｐ５，９３）
１９９７（平成９）年１２月に京都で開催された気候
変動枠組条約第３回締約国会議において採択さ
れたもので、先進各国等の温室効果ガスの排出
量について数値約束が決定されるとともに、排
出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズム
等の仕組みが合意された。

京都議定書目標達成計画（ｐ５，９３）
日本の温室効果ガス総排出量を１９９０年に比べ
６％削減することを定めた京都議定書の順守に
向け、政府が平成１７年４月にまとめた行動計画。
全体の約９割を占める二酸化炭素（ＣＯ２）に
ついて、省エネ機器の普及などで同年比０・
６％増に抑制。他のガスの削減やＣＯ２の森林
吸収効果、京都メカニズムの活用などを合わせ
て全体として目標を達成するとの内容。

［く］

空間線量（ｐ５４）
空間における放射線の量（強さ）であり、一般
に大気、大地からのγ線、宇宙線等が含まれる。
なお、単位時間当たりの線量を線量率といい、
ｎＧｙ／ｈ（ナノグレイ／時）の単位で表す。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法
律（グリーン購入法）（ｐ８６，１２４）
環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会
の構築を図るため、�国等の公的部門による環
境物品等の調達の推進、�情報提供の充実によ
り、環境物品等への需要の転換を促進すること
を目的としている。平成１３年４月１日より施行。

［け］

Ｋ値（ｐ４７）
大気汚染防止法で定められた定数で、施設ごと
に煙突の高さに応じた硫黄酸化物許容排出量を
求める際に使用する。Ｋ値は、地域ごとに定め
られており、施設が集合して設置されている地
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域ほど規制が厳しく、その値も小さい。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
（建設リサイクル法）（ｐ８６）
特定の建設資材について、その分別解体及び再
資源化等を促進するための措置を講じた法律で
平成１２年５月に公布し、平成１４年５月から本格
施行された。一定規模以上の建設工事について、
その受注者に対し、コンクリートや木材等の特
定建設資材を分別解体等により現場で分別し、
再資源化等を行うことを義務付けるとともに、
制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、発
注者による工事の事前届出制度、解体工事業者
の登録制度などを創設している。

［こ］

光化学オキシダント（ｐ５１，１３０）
大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線
により光化学反応を起こして生成する二次汚染
物質で、オゾン（Ｏ３）、パーオキシアセチルナ
イトレート（ＰＡＮ）等の酸化性物質の総称であ
る。このオキシダントが原因で起こる光化学ス
モッグは、日差しの強い夏季に発生しやすく、
目や呼吸器を刺激したり、植物を枯らしたりす
る。

公共用水域（ｐ５９，８７）
水質汚濁防止法で用いられている公共用水域と
は、社会通念上広く一般の利用に開放された水
域のみならず、かんがい用水路、道路側溝等を
含むものとして次のように定義されている。河
川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供
される水域及びこれに接続する地域公共管渠、
かんがい用水路その他の公共のように供される
水路（終末処理場を有する公共下水道及び流域
下水道を除く。）をいう。

厚生労働大臣登録検査機関（ｐ７１）
水道法に定める定期及び臨時の水質検査を依頼
する場合は、厚生労働大臣の登録を受けた検査
機関に依頼しなければならない。
県内を検査を行う区域に定めている機関は平成
１８年１月８日現在１９社あり、その内検査施設を
県内に有している機関は、（社）大分県薬剤師会、
（株）ＳＢＣテクノ九州、（株）住化分析センター
の３社がある。

固定発生源（ｐ１３０）
大気汚染物質の発生源は固定発生源と移動発生
源に大別される。固定発生源としては、工場の
ボイラー、加熱炉、焼成炉等の生産設備と事業
場の冷暖房用ボイラー、焼却炉等がある。移動

発生源としては自動車、船舶等がある。

ごみゼロおおいた作戦県民会議（ｐ７，１１）
すべての県民が自ら環境保全活動に取り組み、
地域環境力を高めていくことを目的に設置され
た組織で、学識経験者、環境関係の団体、事業
所及びＮＰＯ法人などで構成される。自然保護、
観光、ごみ減量・リサイクル、大気・水環境、
環境教育、地球環境、エネルギー、環境技術の
８部会を置き、県の環境施策に対して意見を提
出している。

ごみゼロおおいた作戦功労者顕彰制度（ｐ１４，１６）
美しく快適な大分県づくり条例第８条の規定に
基づき、環境技術の開発や永年にわたる環境美
化活動等に関して著しく功績のあったもの（団
体を含む。）を顕彰する制度。

ごみゼロおおいた作戦実施本部（ｐ７）
県が取り組むべき環境課題について総合的かつ
効果的な施策を実施するために設置された組織
で、ごみゼロおおいた作戦県民会議の意見等を
踏まえ、県が行うべき環境に関する事務・事業
を部局横断的に決定・実施している。

ごみゼロおおいた推進隊（ｐ９，１１１）
「ごみゼロおおいた作戦」の一貫として、３Ｒ
（リデュース（廃棄物の発生抑制）・リユース
（再使用）・リサイクル（再生利用）を推進し、
循環型社会を形成するための県民運動の核とな
る一般公募によるグループ。その活動範囲は、
３Ｒをとりいれた町づくりや廃棄物・省エネ・
水質等の調査、環境学習、清掃登山等多岐にお
よぶ。

ごみゼロおおいた・不法投棄監視パトロール隊（ｐ９）
産業廃棄物や粗大ごみ等の不法投棄を防止する
ために大分県建設業協会青年部会が結成した組
織。週末にボランティアで河川や山林を巡回し、
不法投棄を発見した場合は写真撮影のうえ管理
者に通報する。

ごみゼロ隊（ｐ９）
ごみゼロおおいた作戦の趣旨に賛同し、１２１万
人夏の夜の大作戦（キャンドルナイト）等のご
みゼロおおいたキャンペーンに参加したり、ボ
ランティア清掃等に取り組むグループや事業所。
平成１７年１１月現在の登録団体数は１，１２３団体で
登録人数は４２，２３６人。

ごみゼロネット（ｐ９）
ごみゼロネットとは各地域で様々な環境美化活
動等に取り組んでいる団体を、同じように環境
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美化活動に取り組んでいるＮＰＯ法人等の団体
が中心となって有機的につなぎ、地域で環境に
取り組む意識や環境への取組の能力を高めよう
という「地域環境力」の向上を目指すものであ
る。

［さ］

産業廃棄物（ｐ６，８８）
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、
汚泥、廃油など２０種類の廃棄物のこと。

産業廃棄物監視員（ｐ９０）
産業廃棄物の適正処理を推進し、不法投棄や野
外焼却の防止を図るため、県及び各保健所に配
置している。①産業廃棄物処理施設、産業廃棄
物処理業者、産業廃棄物排出業者、産業廃棄物
の資源化再生利用者の事業場等の監視指導②産
業廃棄物の不法投棄、野外焼却等の不適正処理
の調査及び行為者に対する指導等を主な業務と
している。

酸性雨（ｐ９３，１００）
石炭や石油などの化石燃料の燃焼などにより硫
黄酸化物や窒素酸化物が大気中へ放出され、こ
れらのガスが雲に取り込まれた後、化学反応に
より硫酸イオンや硝酸イオンなどに変化して、
雨の核となったり、降下する雨滴に取り込まれ
たりして酸性の雨として降下する現象をいう。
一般的には、ｐＨが５．６以下の雨水が酸性雨と
されており、森林や農作物に被害を与えたり、
河川や湖沼を酸性化し、魚類等の生息できない
環境にするなど、生態系に大きな影響を及ぼす
ことが懸念される。

［し］

資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効
利用促進法）（ｐ８６）
資源有効利用促進法は、循環型社会の形成のた
めに、従来のリサイクル対策（廃棄物の原材料
としての再利用）の強化に加えて、リデュース
対策（発生抑制）とリユース対策（再使用）を
導入し、再生資源利用促進法が改正された法律。
この法律は、�使用済み物品及び副産物の発生
抑制のために原材料使用の合理化、�再生資源、
再生部品の利用、�使用済み物品、副産物の再
生資源・再生部品としての利用促進、�表示に
よる分別回収の促進といった点について、政令
で指定する業種及び製品について判断基準を定
め、事業者・消費者・公共団体の責務を規定し
ている。

循環型社会形成推進基本計画（ｐ５）
２０００年６月制定の循環型社会形成推進法の第１５
条に基づき、２００３年３月策定。循環型社会のイ
メージとして、良いものを大事に使う「スロー」
なライフスタイル（くらし）、環境保全志向の
ものづくり・サービスの提供（ものづくり）、
廃棄物等の適正な循環的利用・処分システムな
ど（廃棄物）を提示している。

循環型社会形成推進基本法（Ｐ５，８６）
廃棄物の発生抑制、循環資源の循環的な利用及
び処分が確保されることによって、天然資源の
消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減
される社会を形成するための基本指針、関係主
体の責務等を定めた法律（平成１２年法律第１１０
号）。

浄化槽（ｐ７４，７６）
し尿等を微生物の作用による腐敗又は酸化分解
等の方法によって処理し、公共用水域等に放流
するための設備又は施設をいう。し尿のみを処
理する設備又は施設を単独処理浄化槽、し尿及
び生活排水（厨房排水、洗濯排水等）を併せて
処理する設備又は施設を合併処理浄化槽という。

使用済み自動車の再資源化等に関する法律（自動
車リサイクル法）（ｐ８６）
自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な
役割分担を義務づけることにより、使用済自動
車のリサイクル・適正処理を図るための法律。
自動車製造業者・輸入業者に、自らが製造・輸
入した自動車が使用済みになった場合に生じる
シュレッダーダスト（破砕された後の最終残
さ）等を引き取ってリサイクルする等の義務を
課し、そのために必要な費用は再資源化等料金
として自動車の所有者が原則新車販売時に負担
する。平成１４年７月に公布し、平成１７年１月か
ら施行される。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
（食品リサイクル法）（ｐ８６）
食品廃棄物は、生ごみなどの家庭から排出され
るものに加えて食品の製造・流通工程において
も発生する。食品リサイクル法では、これらの
食品廃棄物を食品循環資源と考え、発生抑制や
減量化、再生利用を進めようという法律。この
ために、食品の製造・流通にかかわる事業者を
食品関連事業者と定義し、食品循環資源の再生
利用等の促進を義務付けている。

振動規制法（ｐ５６）
昭和５１年法律第６４号。工場及び事業場における
事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当
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範囲にわたる振動について必要な規制を行うと
ともに、道路交通振動に係る要請の措置を定め
ること等により、生活環境を保全し、国民の健
康の保護に資することを目的としたもの。

［す］

水生生物による水質調査（ｐ６７）
川には、サワガニ、トビケラ、ヘビトンボ、カ
ワゲラなどいろいろな水生生物が生息しており、
これらの生息の状況が水の汚れと密接に関連し
ていることを利用した、生物を指標とする川の
水質調査法である。

３Ｒ（排出削減、再使用、再利用）（ｐ８６，１０３）
「ごみを出さない」「一度使って不要になった製
品や部品を再び使う」「出たごみはリサイクルす
る」という廃棄物処理やリサイクルの優先順位
のこと。「リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ＝排出削
減）」「リユース（Ｒｅｕｓｅ＝再使用）」「リサイ
クル（Ｒｅｃｙｃｌｅ＝再利用）」の頭文字を取
ってこう呼ばれる。

［せ］

生活排水（ｐ７２，１３０）
水質汚濁防止法によれば、便所、台所、風呂、
洗濯および炊事等の家庭生活を営む上で排出さ
れる汚水のことで、公共用水域に排出されるも
ののうち産業排水を除いたもの。生活排水の中
でし尿を除いたものを生活雑排水という。

［そ］

騒音規制法（ｐ５５）
昭和４３年法律第９８号。工場及び事業場における
事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当
範囲にわたる騒音について必要な規制を行うと
ともに、自動車騒音に係る許容限度を定めるこ
と等により、生活環境を保全し、国民の健康の
保護に資することを目的としたもの。

騒音に係る環境基準（ｐ５５）
騒音に係る環境上の条件について、生活環境を
保全し、人の健康の保護に資する上で、維持さ
れることが望ましい基準で、地域の類型及び時
間の区分ごとに指定される。航空機騒音、鉄道
騒音及び建設作業騒音を除く一般騒音に適用さ
れる。

総量規制（ｐ６９）
一定の地域内の汚染（濁）物質の排出総量を環
境保全上許容できる限界にとどめるため、工場

等に対し汚染（濁）物質許容排出量を配分し、
この量をもって規制する方法をいう。大気汚染、
水質汚濁に係る従来の規制方法は、工場等の排
出ガスや排出水に含まれる汚染（濁）物質の濃
度のみを対象としていたが、この濃度規制では
地域の望ましい環境を維持達成することが困難
であるため、その解決手段として総量規制制度
が導入されている。

［た］

ダイオキシン類（ｐ５，８０）
ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（ＰＣＤＤ）
とポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦＳ）の総
称で、２１０種類の異性体を持つ有機塩素化合物
群である。ベトナム戦争で使われた枯葉剤にダ
イオキシンが不純物として含まれており、奇形
児が生まれると言われている。近年、我が国で
もゴミ焼却場から排出されるダイオキシン類が
社会問題となっている。

炭化水素（ＨＣ）（ｐ５２）
炭素と水素からなる化合物の総称で、光化学オ
キシダントの原因物質の一つである。主な発生
源としては、塗装・印刷工場、重油等の貯蔵タ
ンク、自動車等がある。環境基準は設定されて
いないが、中央公害対策審議会（当時）により
光化学オキシダントの生成を防止する観点から、
非メタン炭化水素についての指針値が示されて
いる。

［ち］

地球温暖化対策の推進に関する法律（ｐ５，９４）
国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの
責務と取組等を定めたもの。京都議定書の約束
達成を担保するために平成１４年５月に改正され、
京都議定書目標達成計画の策定や、地域協議会
の設置などの国民の取組を強化するための措置
等について規定。また、平成１７年６月には温室
効果ガスを一定量以上排出する者に、温室効果
ガスの算定・報告を義務づけた規定を盛り込む
改正を行った。

地球温暖化防止活動推進センター（ｐ９３，１４９）
地球温暖化対策の推進に関する法律第２４条の規
定により、地球温暖化対策に関する普及啓発を
行うこと等により、地球温暖化の防止に寄与す
る活動の促進を図ることを目的として設置され
た民法第３４条の法人又は特定非営利活動促進法
第２条第２項の特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
であって、その申請に基づき、都道府県知事が、
当該都道府県に１つだけ指定することのできる
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組織。

地球温暖化防止活動推進員（ｐ９４，１４９）
地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化
対策に関する知識の普及や温暖化対策の推進を
図るための活動に取り組む。地球温暖化対策の
推進に関する法律第２３条の規定に基づき、都道
府県知事が委嘱する。平成１７年１２月末現在、本
県では、１２６名の地球温暖化防止活動推進員を
委嘱している。

窒素酸化物（ＮＯｘ）（ｐ４７）
化石燃料の燃焼によって発生する窒素と酸素の
化合物の総称であり、大気中の窒素酸化物の主
なものは一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（Ｎ
Ｏ２）である。石油、ガス等が燃焼する際など
に発生し、燃焼過程では最初に一酸化窒素とし
て排出され、これが空気中の酸素と結合して
徐々に二酸化窒素に変わる。発生源は、工場・
事業場、自動車から家庭の厨房施設など多種多
様である。人の呼吸器に影響を与えるほか、光
化学オキシダントの原因物質の一つである。環
境基準は、二酸化窒素について定められている。

長期的評価と短期的評価（ｐ５０）
長期的評価とは、地域の大気汚染に対する施策
の効果等を的確に判断する目的で、１年を単位
とした測定結果について、環境基準の達成状況
を評価する方法である。短期的評価とは、監視
を行った時間又は日々の測定結果について、環
境基準の達成状況を評価するものである。

鳥獣保護区（ｐ３０）
野生鳥獣の保護増殖を図るための区域で、狩猟
行為が禁止されている区域である。鳥獣保護区
内に設けられる特別保護地区内では、野生動植
物の生息・生育に影響を及ぼす行為は許可が必
要である。

［て］

テレメータシステム（ｐ５０）
環境中の汚染物質の濃度などを自動測定器で測
定し、そのデータを専用電話回線や無線を使用
して監視室に送信し、監視室のコンピュータで
集中管理するシステムをいう。このシステムは
現在、環境監視用と発生源監視用の２種類があ
る。

［と］

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）
（ｐ８６）
一般家庭や事業所から排出された家電製品（エ
アコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）から、有用
な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量す
るとともに、資源の有効利用を推進するために
制定された法律で、平成１３年４月に施行された。
平成１６年４月からは政令の改正により、電気冷
凍庫が新たに対象品目に加わった。

投光器の使用禁止（ｐ１４）
美しく快適な大分県づくり条例では、投光器を
特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用
することを禁止している。なお、光害とは照明
機器から照射される光の量又は方向により、不
快感、信号等の重要情報の認知力の低下、動植
物への影響、天体観測への障害等人の活動及び
動植物に悪影響が生ずることをいう。

［は］

ばい煙（ｐ４７，１２７）
大気汚染防止法では、燃料その他の物の燃焼、
合成、その他の処理に伴い、工場等の煙突から
排出される硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質
をいう。ばいじんはボイラー、電気炉等から発
生するすすや固体粒子をいい、有害物質は、カ
ドミウム、塩素、フッ素、鉛、窒素酸化物等の
人の健康や生活環境に有害な物質をいう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理
法）（ｐ９０）
廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処
理施設・処理業の基準などを定めた法律。１９７０
年に、従来の「清掃法」（１９５４）を全面的に改め
て制定された。廃棄物の排出抑制と適正な処理、
生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と
公衆衛生の向上を図ることが目的。環境省所管。

［ふ］

不法投棄（ｐ８８，９０）
ごみを定められた以外の場所、例えば山林や河
川敷等に不法に廃棄し、環境破壊を招いている。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）
では、廃棄物は排出者が自己管理するか、一定
の資格をもつ処理業者に委託しなければならな
いとされているが、産業廃棄物が増加している
にもかかわらず、最終処分場の確保が困難なた
め、無許可業者による不法投棄が増加している。
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浮遊粉じん（Ｄｕｓｔ又はＳＰ）（ｐ５１）
大気中に気体のように長時間浮遊しているばい
じん、粉じん等の微粒子をいう。粒径がだいた
い０．５～１０μｍの範囲で、都市のそれは、主と
して炭素分とタール分からできている。この粒
子は非常に小さく、自分の重さでは落下しない
で浮遊するため、風の少ないときは濃度が増し、
風が強いと拡散して濃度が低くなる。環境基準
は粒径が１０μｍ以下のものについて定められて
おり、これを特に浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）と
いう。

［へ］

閉鎖性水域（ｐ７１）
湖沼や内湾のように水の滞留時間が比較的長く、
水の交換が行われにくい水域をいう。水利特性
上汚濁物質が蓄積しやすいため、水質汚濁が進
行しやすく、また、その回復が容易でないとい
う特徴がある。

［ほ］

放射線（ｐ５４）
主な放射線には、α線・β線・γ線の３種類が
ある。α線はヘリウム原子核の陽子（プロトン）
２個と中性子（ニュートロン）２個から成り立
っており、＋（プラス）のｄ電荷を持っている。
β線は高速の電子で－（マイナス）の電荷を持
っている。またγ線は電磁波の１種で最も強い
透過力を持っている。その他の放射線には、Ｘ
線・中性子線・陽子線等がある。放射能とはこ
の放射線を出す能力（性質）のことである。

［ま］

マイバッグキャンペーン協力宣言（ｐ８６）
「マイバッグを使って買い物をし、レジ袋の使
い捨てを減らす」というマイバッグ運動は、消
費者の行動だけでは広がらず、事業者（小売店
等）の取組が不可欠である。ごみの減量化をめ
ざし、環境に配慮した事業活動を行っている事
業者は、マイバッグ運動へも積極的に取り組ん
でいる。その具体的な取組内容を「マイバッグ
キャンペーン協力宣言」として募集したもの。

マイバッグ宣言（ｐ８６）
マイバッグを使って買い物をし、レジ袋の使い
捨てを減らすことは、ごみを家庭に入れないこ
とによる、ごみ減量のためのひとつの方法（ご
みの発生抑制＝リデュース）である。環境にや
さしい生活を考える、使い捨てのライフスタイ
ルを見直す、ごみ減量への関心を持つ、ごみを

出さない暮らし方をはじめる、という一人ひと
りの行動の入口として、マイバッグを使用する
ことへの意志の表現を「マイバッグ宣言」とし
て募集したもの。なお、「マイバッグ宣言」は、
キャンペーン期間中だけではなく、年間を通じ
て募集している。

［よ］

容器包装に関する分別収集及び再商品化の促進に
関する法律（容器包装リサイクル法）（ｐ８６）
家庭から一般廃棄物として排出される缶、ペッ
トボトル、ガラスびん等の容器包装廃棄物のリ
サイクルシステムを確立するため、「消費者が
分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事
業者が再商品化（リサイクル）」するという各々
の役割分担を規定し、ごみの減量化と再生資源
の利用を図り、生活環境の保全に寄与すること
を目的に、平成７年６月に制定され平成１２年４
月に完全施行された。

［Ｂ］

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）（ｐ５８）
水中の汚濁物質（有機物）が２０℃、５日間で微
生物によって酸化分解され、無機化、ガス化さ
れるときに消費される酸素の量。ＢＯＤが大き
いと、その水は有機物による汚濁が進んでいる
ことを示す。ＢＯＤは、河川の汚濁状況を表す
指標として採用されている。→ＣＯＤ

［Ｃ］

ＣＯＤ（化学的酸素要求量）（ｐ５８）
水中の有機物などは、溶存酸素を消費し、水中
生物の生育を阻害する。このような有機物など
による水質汚濁の指標として、現在ＢＯＤ及び
ＣＯＤが採用されており、このほかＴＯＣ又は
ＴＯＤについて検討が行われている。これらの
有機汚濁指標は、いずれも㎎／�で表され、数
値が高いほど汚濁が著しいことを示す。ＣＯＤ
は、水中の汚濁物質（主として有機物）を酸化
剤で化学的に酸化するときに消費される酸素量
をもって表し、環境基準では海域及び湖沼の汚
濁指標として採用されている。
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［Ｄ］

ＤＯ（溶存酸素）（ｐ７８）
水に溶けている酸素のことをいう。河川等の水
質が有機物で汚濁されると、この有機物を分解
するため水中の微生物が溶存酸素を消費し、そ
の結果、溶存酸素が不足して魚介類の生存が脅
かされる。更に、酸素の欠乏状態が長く続くと
嫌気性の分解が起こり、硫化水素などのガスを
発生して水質は著しく悪化する。

［Ｐ］

ｐＨ（ピーエイチ又はペーハー）（ｐ７８，１００）
水素イオン濃度指数で、ｍｏ�／�単位で測ら
れた水素イオン濃度の逆数の常用対数として定
義された量のことである。ｐＨ＝�ｏｇ［Ｈ＋］
ｐＨ＝７は中性、ｐＨ＜７は酸性、ｐＨ＞７

はアルカリ性を表す。

ｐｐｍ（ピーピーエム）（ｐ５２）
ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに使わ
れ、％が１００分の１をいうのに対し、ｐｐｍは
１００万分の１を意味する。例えば、空気１�中
に１�の物質が含まれているような場合、ある
いは水１㎏（約１�）中に１㎎の物質が溶解し
ているような場合、この物質の濃度を１ｐｐｍ
という。ｐｐｍより微量の濃度を表す場合には
ｐｐｂ（１０億分の１）、ｐｐｔ（１兆分の１）
も用いられる。

［Ｓ］

ＳＳ（Suspended solid）（ｐ７０）
粒径２㎜以下の水に溶けない懸濁性の物質をい
い、水質汚濁の指標の一つである。水の濁りの
原因となるもので魚類のエラをふさいでへい死
させたり、日光の透過を妨げることによって水
生植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用
がある。また、有機性浮遊物質の場合は河床に
堆積して腐敗するため、底質を悪化させる。

［Ｔ］

ＴＥＱ（ｐ８１）
ダイオキシン類全体の毒性の強さを表した毒性
等量のことである。最も毒性が強い２，３，７，８－
ＴＣＤＤの毒性を１として他のダイオキシン類
の毒性の強さを換算した係数で用いられている。

［Ｗ］

ＷＥＣＰＮＬ（ｐ５６）
Weighted Equivalent Continuous Perceived
Noise Levelの頭文字で、直訳すると「加重等
価平均感覚騒音レベル」となる。航空機１機ご
との騒音レベルに加え、複数や発生時間帯など
を加味した航空機騒音に係る単位で「うるささ
指数」と呼ばれることもある。航空機騒音の特
徴をよく取り入れた単位としてＩＣＡＯ（国際
民間機航空機関）が提案した国際単位である。
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